




はじめに 

自転車を通して人々の暮らしをつなぐ 

安全・快適なまち いわくら 

私たちのまち岩倉市は、面積が10.47  と愛知県内で最も市域が小さ

く、市内の高低差は５ｍ程であることから、自転車に乗りやすいまち

といえます。自転車は、環境にやさしいモビリティであるという側面

の他に、サイクリングを通じた健康づくりや余暇活動など、地域との

ふれあいや仲間とのつながりを生むコミュニケーションツールとして

の役割も期待されています。 

このたび、自転車利用者に配慮した自転車通行空間を効率的かつ効

果的に整備するための自転車ネットワークの形成や、鉄道駅や商業施

設などを利用する際に駐輪しやすい環境の整備を行うとともに、安全

な自転車利用を促進する広報や啓発活動を行い、健康的で環境にもや

さしく利便性の高い自転車をより活用できる環境づくりをめざして、

「岩倉市自転車活用推進計画」を策定しました。 

今後は、本計画に基づいて自転車活用を推進してまいりたいと考え

ております。市民の皆さまにおかれましては、より一層のご協力を賜

りますようお願い申し上げます。 

最後に、本計画の策定にあたりアンケートやパブリックコメントな

どを通して貴重なご意見をいただきました市民の皆さま、本計画の内

容についてご審議いただきました自転車活用推進計画検討委員会の委

員の皆さまをはじめ、ご尽力いただいた多くの関係者の皆さまに心よ

りお礼を申し上げます。 

２０２５年（令和７年）３月 

岩倉市長 久 保 田 桂 朗
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第1章 計画策定の背景
1-1 計画策定の背景と目的 

国は、交通の安全の確保を図りつつ、自転車の利用を増進し、交通における自動車への

依存の程度を低減することにより、公共の利益の増進に資することなどを基本理念とし

た、「自転車活用推進法」を２０１７年（平成２９年）５月に施行しました。 

同法の第１０条および１１条においては、都道府県・市町村は、国の推進計画を勘案して地

域の実情に応じた自転車の活用の推進に関する施策を定めた計画（都道府県自転車活

用推進計画又は市町村自転車活用推進計画）を定めるよう努めなければならない旨が記

載されています。 

愛知県は、①自転車交通の役割拡大による良好な都市環境の形成、②自転車を利用した

健康づくりによる「健康長寿あいちの実現」、③サイクルツーリズム促進による国内外から

の人が訪れるあいちの実現、④自転車事故のない安全で安心な社会の実現という４つの

目標を定めた「愛知県自転車活用推進計画」を２０２０年（令和２年）２月に策定し、近年の

社会情勢の変化等を踏まえて２０２３年（令和５年）３月に同計画を改定しました。なお、 

２０２４年（令和６年）１２月時点において、愛知県内では９つの市において自転車活用推

進計画が策定・公表されています。 

本市は、自転車利用者に配慮した自転車通行空間を効率的かつ効果的に整備するため

の自転車ネットワークの形成や、鉄道駅や商業施設などを利用する際に駐輪しやすい環

境の整備を行い、健康的で環境にもやさしく利便性の高い自転車をより活用できる環境

づくりをめざして、「岩倉市自転車活用推進計画」を策定します。 

1-2 計画区域 
本計画の計画区域は岩倉市全域とします。 

1-3 計画期間 

本計画の計画期間は２０２５年度（令和７年度）から２０３４年度（令和１６年度）までの１０

年間とします。 
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1-4 計画の位置づけ 

本計画は下記の上位計画や関連計画と連携した内容であり、本市の自転車に関する施策

を取りまとめた最上位の計画として位置づけます。 

【上位計画】 

「第５次岩倉市総合計画」の個別施策には、岩倉駅周辺の駐輪場の利用が一部施設に偏

在していることから、有料化も含めた適正な利用促進策や、利用状況に応じてオートバイ

等を含めた新たな駐輪場の確保を検討することや、駐輪場における放置自転車の整理と

撤去により施設の活用促進を図ることが明記されています。 

「岩倉市都市計画マスタープラン」の都市づくりの目標には、鉄道駅やバスなどの公共交

通ネットワークにより、日常生活を歩いて（自転車で）行えるというメリットをいかし、まち

づくりと一体となった都市基盤整備や鉄道駅とのアクセス性を向上することで、健幸を

実現できるコンパクトな都市づくりを進めることが明記されています。 

【関連計画】 

「第２次岩倉市環境基本計画」には、環境負荷の少ないまちづくりを推進するため、徒歩

や自転車で生活できるまちをつくることが明記されています。 

図 計画の位置づけ
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1-5 計画の構成 

本計画は下記の第１章～第６章により構成されます。 

図 計画の構成
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第2章 自転車利用環境を取り巻く動向
2-1 国の動向 

２０１７年（平成２９年）５月に「自転車活用推進法」が施行されました。自転車の活用によ

る環境負荷の低減、災害時における交通機能の維持、国民の健康増進等を図ることなど

の新たな課題に対応するため、交通の安全の確保を図りつつ、自転車の利用を増進し、

交通における自動車への依存の程度を低減することによって、公共の利益の増進に資す

ることなどを基本理念としています。 

同法第 ９ 条に基づき、自転車の活用の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を

図るための基本計画である「自転車活用推進計画」が、２０１８年（平成３０年）６ 月に閣議

決定されました。 

同法の第１０条および１１条においては、都道府県・市町村は、国の推進計画を勘案して地

域の実情に応じた自転車の活用の推進に関する施策を定めた計画（都道府県自転車活

用推進計画又は市町村自転車活用推進計画）を定めるよう努めなければならない旨が記

載されています。 

計画の策定に向けて検討する際の参考となる情報を整理した、「地方版自転車活用推進

計画策定の手引き（案）」が２０１８年（平成３０年）８月に公表されました。 

近年の社会情勢の変化等を踏まえて、２０２１年（令和３年）５月に「第２次自転車活用推進

計画」が閣議決定されました。 

表 国の自転車に関する主な動向 

時期 主な内容 

２０１７年（平成２９年） 

５月 

「自転車活用推進法」の施行 

：都道府県・市町村は、国の推進計画を勘案し、地域の実情に応じ

た自転車の活用の推進に関する施策を定めた計画（都道府県自

転車活用推進計画又は市町村自転車活用推進計画）を定めるよ

う努めなければならない 

２０１８年（平成３０年） 

６月 
「自転車活用推進計画」の閣議決定 

２０１８年（平成３０年） 

８月 
「地方版自転車活用推進計画策定の手引き（案）」の公表 

２０２１年（令和３年） 

５月 
「第２次自転車活用推進計画」の閣議決定 

２０２３年（令和５年） 

４月 

「改正道路交通法」の施行 

：全ての自転車利用者に対してヘルメットの着用が努力義務化 

２０２３年（令和５年） 

７月 

「改正道路交通法」の施行 

：特定小型原動機付自転車（電動キックボード等）の利用・通行ル

ールの指定 

（例：１６歳未満の運転禁止、車道通行の原則など） 

２０２４年（令和６年） 

５月 

「改正道路交通法」の可決・成立 

：自転車の交通違反に対して交通反則通告制度(青切符)を適用 



第2章 自転車利用環境を取り巻く動向

5

2-2 愛知県の動向 
愛知県は、「愛知県自転車活用推進計画」を２０２０年（令和２年）２月に策定しました。同

計画には、①自転車交通の役割拡大による良好な都市環境の形成、②自転車を利用した

健康づくりによる「健康長寿あいちの実現」、③サイクルツーリズム促進による国内外から

の人が訪れるあいちの実現、④自転車事故のない安全で安心な社会の実現という４つの

目標を定めて、これらの目標達成に向けて取り組んできました。 

国の「第２次自転車活用推進計画」が２０２１年（令和３年）５月に閣議決定されたことを踏

まえて、愛知県は２０２３年（令和５年）３月に「愛知県自転車活用推進計画」を改定しまし

た。 

表 愛知県の自転車に関する主な動向 

時期 主な内容 

２０２０年（令和２年） 

２月 
「愛知県自転車活用推進計画」の策定 

２０２１年（令和３年） 

１０月 

「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の一部施行 

：自転車利用者のヘルメット着用を努力義務とする 

：自転車損害賠償責任保険等への加入を義務とする 

２０２３年（令和５年） 

３月 
「愛知県自転車活用推進計画」の改定 

2-3 岩倉市の自転車利用環境整備のニーズ 

本市の自転車利用割合は、中京都市圏内の他の市町村と比較して高く、第３位に位置し

ています。他方で、本市の自転車関連事故の死傷者数は、人口千人あたりでみると愛知

県の平均よりも約３割多い状況にあり、愛知県内ではワースト５位に位置しています。 

本市が実施した市民アンケート調査では、安全な自転車通行空間の確保や駐輪場の整備

などを望む声が多く、自転車が安全で快適に利用できる環境の整備が望まれています。 

令和５年度岩倉市市民意向調査結果では、「歩行者や自転車が安全に移動できる交通安

全対策」に関する市民満足度は、－０.１７ と最も満足度が低い項目となっています。 
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図 自転車分担率 

出典：第５回中京都市圏パーソントリップ調査結果/平成２３年 

図 自転車事故死傷者数 

出典：交通事故統計情報のオープンデータ/令和２年～令和５年/警察庁 

愛知県人口動向調査結果                           

図 自転車施策として今後期待すること 

出典：岩倉市市民アンケート結果/令和６年
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第3章 岩倉市の自転車利用環境の現状と課題
3-1 自転車の利用状況 
（1）自転車分担率
本市は、コンパクトな面積で高低差が小さいため、自転車での移動がしやすいまちです。 

図 市域図                        図 市標高断面 

出典：地理院地図

中京都市圏内の市町村の自転車分担率を比較すると、本市は第３位に位置しており、自

転車の利用割合が高いです。 

図 自転車分担率 

出典：第５回中京都市圏パーソントリップ調査結果/平成２３年
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（2）自転車利用経路
①市民
岩倉駅を中心とする市内中心部の利用割合が高い状況にあります。 

図 自転車利用経路（市民） 

出典：岩倉市市民アンケート結果/令和６年 

市民アンケートの実施概要 

対 象 者 ：岩倉市内在住の１８歳以上かつ週に１回以上自転車を利用する人 

回答人数：１００人 

回 収 率 ：約 ５０％ 

回答方法：ＷＥＢもしくは岩倉駅周辺での聞き取り調査 

実施時期：ＷＥＢ：２０２４年（令和６年）７月下旬頃 

聞き取り調査：２０２４年（令和６年）９月 １２日（木） 

尾張
一宮
PA
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（2）自転車利用経路
②高校生
岩倉駅周辺や県立岩倉総合高等学校周辺の利用割合が高い状況にあります。 

図 自転車利用経路（高校生） 

出典：岩倉市高校生アンケート結果/令和６年 

高校生アンケートの実施概要 

対 象 者 ：３校（県立岩倉総合高等学校、県立一宮南高等学校、県立小牧南高等学校）に 

通う生徒 

回答人数：２８０人 

回 収 率 ：約 ４６％ 

回答方法：ＷＥＢ 

実施時期：２０２４年（令和６年）７月下旬頃 

尾張
一宮
PA
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3-2 駐輪環境 
（1）駐輪場の利用状況

鉄道駅（石仏駅、岩倉駅、大山寺駅）の周辺に駐輪場が設置されており、特に岩倉駅周辺

の駐輪場の利用が多く、約 ２,０００台利用されています。 

各駐輪場の利用状況をみると、収容可能台数を超えて利用されている駐輪場もあれば、

収容可能台数以下の利用にとどまっている駐輪場も存在しており、利用状況に偏りがみ

られます。 

図 駐輪場の利用状況（令和５年時点）
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（2）放置自転車の撤去

本市では放置自転車の整理と撤去を進めてきました。その結果、放置自転車の撤去台数

は年々減少傾向にあり、特に自転車等放置禁止区域内で大きく減少しています。 

一方で、自転車等放置禁止区域外では、撤去台数は横ばい傾向に留まっています。 

なお、撤去費用は２０２５年（令和７年）３月時点において、自転車 １,０００ 円、原動機付自

転車 １,５００円となっています。 

図 放置自転車の撤去台数の推移 

図 自転車等放置禁止区域
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（3）自転車の盗難台数

本市の自転車盗難台数は愛知県全体と比較して高い状況です。また、経年的にみると増

加傾向にあります。 

図 自転車の盗難台数 

出典：愛知県江南警察署提供データ       

犯罪統計書 令和４年の犯罪/警察庁  

Ｗｅｂ 統計あいち               

９.７ ９.４ 

１１.５ 

１３.１ 

１５.９ 

１９.９ 

０

５

１０

１５

２０

２５

令和２年 令和３年 令和４年

人
口
１
万
人
あ
た
り
の
自
転
車
盗
難
台
数
［台/

万
人
﹈

愛知県 岩倉市
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3-3 健康と運動習慣 
（1）健康

メタボリックシンドロームの該当者及び予備群者の割合をみると、愛知県は横ばい傾向

にあるのに対して、本市は愛知県より数値が若干高く、増加傾向にあります。 

図 メタボリックシンドローム該当者及び予備群者割合の推移 

１９.３ １９.８ ２１.５ ２１.２ ２１.２ 

１０.８ １１.０
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０％

５％

１０％

１５％

２０％

２５％

３０％

３５％
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令和
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２年度

令和

３年度

令和

４年度

愛知県

該当者割合 予備群者割合

２０.０ ２１.９ ２０.２ ２１.８ ２１.０ 

１０.０
１１.４ １３.８ １１.８ １２.１

３０.０ 

３３.３ ３４.０ ３３.６ ３３.１ 

０％

５％

１０％

１５％

２０％

２５％

３０％

３５％

４０％

平成

３０年度

令和

元年度

令和

２年度

令和

３年度

令和

４年度

岩倉市

該当者割合 予備群者割合

増加傾向
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（2）運動習慣

健康づくりや余暇活動（娯楽等）に自転車を活用している人の割合は約４３％です。具体

的な活用方法は「健康のために自転車に乗って運動している」が多いです。 

一方で、興味はあるが健康づくりや余暇活動に自転車を活用していない人は約３０％存

在しています。 

図 健康づくりや余暇活動（娯楽等）への自転車活用の状況 

出典：岩倉市市民アンケート結果/令和６年 

図 自転車の活用方法 

出典：岩倉市市民アンケート結果/令和６年 

４３％

３０％

２７％

自転車を利用して健康づくりや余暇活動

をしている

興味はあるが、自転車を活用した健康づ

くりや余暇活動はしていない

興味がないので、自転車活用もしていな

い

回答者数：９９人 ※無回答除く

９０％

１５％

２％

０％

０％ ２０％ ４０％ ６０％ ８０％ １００％

健康のために自転車に乗って運動している

車等に自転車を載せて遠出している

自転車のイベント等に参加している

その他

※複数回答、無回答除く回答者数：４１人
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3-4 観光・イベント 
（1）観光資源

本市内の観光施設は鉄道駅周辺に多く位置しており、徒歩や自転車での巡回も可能です。 

図 観光施設及びイベント 

出典：岩倉まち歩きマップ一部抜粋
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（2）レンタサイクルの利用状況

ＮＰＯ法人いわくら観光振興会が岩倉市役所 １ 階の岩倉市観光情報ステーションでレン

タサイクルを無料で貸し出ししています。２０２３ 年度（令和 ５ 年度）は延べ １５３ 人が利

用しており、経年的に利用者は増加傾向にあります。 

図 レンタサイクルの延べ利用者数（令和５年度） 

図 年度別レンタサイクルの延べ利用者数 

レンタサイクルの概要 

貸出場所：岩倉市役所１階 岩倉市観光情報ステーション 

貸出時間：平日の午前８時３０分から午後５時まで 

貸出台数：３台 

利用料金：無料 

５８

４５

２６

２４

０ １０ ２０ ３０ ４０ ５０ ６０ ７０ ８０

名古屋市

県外

県内

岩倉市内

（人）

小牧市・豊明市
一宮市・春日井市 他

計 延べ１５３人

９４

１０６
１１２ １１１

１５８
１５３

０

２０

４０

６０

８０

１００

１２０

１４０

１６０

１８０

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（人）
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3-5 自転車事故の発生状況 
（1）自転車事故の発生状況

本市の自転車関連事故の死傷者数は、人口千人あたりでみると愛知県の平均よりも 

約 ３割多い状況にあり、愛知県内ではワースト ５位に位置しています。 

また、市内での自転車関連事故の死傷者数は増加傾向にあり、２０２０年（令和２年）から

２０２３年（令和５年）にかけて約 １.６ 倍に増加しています。 

図 自転車事故死傷者数（愛知県平均）  図 自転車事故死傷者数の推移（岩倉市） 

出典：交通事故統計情報のオープンデータ/令和２年～令和５年/警察庁 

愛知県人口動向調査結果                           

自転車事故の発生状況をみると、事故類型は愛知県全体と同じく出合頭の割合が 

約６０％で最も高い状況です。 

当事者の年齢をみると、子ども（１５歳以下）の割合が約 １９％、高齢者（６５歳以上）の割

合が約２７％であり、子どもと高齢者の事故割合が愛知県全体よりも高い状況にありま

す。 

図 事故類型別自転車事故割合 

図 年齢別自転車事故割合 

出典：愛知県警察本部提供データ/令和２年～令和５年 

愛知の交通事故 令和５年版/愛知県警察
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（2）ヒヤリハットの発生状況
①市民
岩倉駅周辺の路線（主要地方道春日井一宮線、一般県道浅野羽根岩倉線、一般県道岩倉

西停車場線など）において、ヒヤリハット事象が多く発生しています。 

図 ヒヤリハットの発生状況（市民） 

出典：岩倉市市民アンケート結果/令和６年

尾張
一宮
PA
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（2）ヒヤリハットの発生状況
②高校生
岩倉駅東側の主要地方道春日井一宮線や国道１５５号などにおいて、ヒヤリハット事象が

多く発生しています。 

図 ヒヤリハットの発生状況（高校生） 

出典：岩倉市高校生アンケート結果/令和６年

尾張
一宮
PA
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3-6 自転車の利用意識 
（1）自転車の利用ルールの認知度と順守率
①市民
自転車の利用ルールの認知度は、ほとんどの項目で約８０％ですが、歩道内を通行する

際のルールの認知度は約５５％と低い状況にあります。 

図 自転車の利用ルールの認知度 

出典：岩倉市市民アンケート結果/令和６年 

自転車の利用ルールの順守率は、通行位置に関する項目で低い傾向にあります。 

図 自転車の利用ルールの順守率 

出典：岩倉市市民アンケート結果/令和６年 
* 道路標識等により自転車が歩道を通行することができるとされている 

* 自転車の運転者が、高齢者や児童・幼児等である 

* 自転車通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められる 

夜間はライトを点灯しなければいけない

信号や道路標識に従わなければいけない

酒気を帯びて自転車を運転してはいけない

車道の左側を通行しなければいけない

歩道と車道の区分がある道路では
自転車は車道を通行することが原則である

以下(*)の場合は例外的に歩道を通行
できるが、自転車は歩道の中央から
車道寄りを徐行しなければいけない

あてはまるものはない

回答者数：１００人　複数回答

８５％

８５％

８２％

８０％

７９％

５５％

１％

０％ ２０％ ４０％ ６０％ ８０％ １００％

信号や道路標識に従わなければいけない

夜間はライトを点灯しなければいけない

酒気を帯びて自転車を運転してはいけない

車道の左側を通行しなければいけない

以下(*)の場合は例外的に歩道を通行
できるが、自転車は歩道の中央から
車道寄りを徐行しなければいけない

歩道と車道の区分がある道路では
自転車は車道を通行することが原則である

あてはまるものはない

回答者数：１００人　複数回答

８３％

８２％

７７％

６１％

４７％

４３％

２％

０％ ２０％ ４０％ ６０％ ８０％ １００％
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②高校生
自転車の利用ルールの認知度は、ほとんどの項目で約８０％以上ですが、歩道内を通行

する際のルールの認知度は約６２％と低い状況にあります。 

図 自転車の利用ルールの認知度 

出典：岩倉市高校生アンケート結果/令和６年 

自転車の利用ルールの順守率は、通行位置に関する項目で低い傾向にあります。 

図 自転車の利用ルールの順守率 

出典：岩倉市高校生アンケート結果/令和６年 

夜間はライトを点灯しなければいけない

信号や道路標識に従わなければいけない

車道の左側を通行しなければいけない

酒気を帯びて自転車を運転してはいけない

歩道と車道の区分がある道路では
自転車は車道を通行することが原則である

以下(*Ｐ.２１と同)の場合は例外的に歩道を
通行できるが、自転車は歩道の中央から
車道寄りを徐行しなければいけない

知っている利用ルールはない

回答者数：２８０人　複数回答

９７％

９５％

９０％

９０％

８２％

６２％

１％

０％ ２０％ ４０％ ６０％ ８０％ １００％

夜間はライトを点灯しなければいけない

信号や道路標識に従わなければいけない

車道の左側を通行しなければいけない

以下(*)の場合は例外的に歩道を通行
できるが、自転車は歩道の中央から
車道寄りを徐行しなければいけない

歩道と車道の区分がある道路では
自転車は車道を通行することが原則である

あてはまるものはない

回答者数：２８０人　複数回答

９３％

９１％

６５％

５６％

４８％

２％

０％ ２０％ ４０％ ６０％ ８０％ １００％
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③中学生
自転車の利用ルールの認知度は、ほとんどの項目で約７０％以上ですが、歩道内を通行

する際のルールの認知度は約３５％と低い状況にあります。 

図 自転車の利用ルールの認知度 

出典：岩倉市中学生アンケート結果/令和６年 

自転車の利用ルールの順守率は、通行位置に関する項目で低い傾向にあります。 

図 自転車の利用ルールの順守率 

出典：岩倉市中学生アンケート結果/令和６年 

信号や道路標識に従わなければいけない

暗い時はライトを点灯しなければいけない

お酒を飲んで自転車を運転してはいけない

車道の左側を通行しなければいけない

歩道と車道の区分がある道路では
自転車は車道を通行することが原則である

以下(*Ｐ.２１と同)の場合は例外的に歩道を
通行できるが、自転車は歩道の中央から
車道寄りを徐行しなければいけない

知っている利用ルールはない

回答者数：４３０人　複数回答

９６％

９６％

９０％

７２％

６３％

３５％

０％

０％ ２０％ ４０％ ６０％ ８０％ １００％

暗い時はライトを点灯しなければいけない

信号や道路標識に従わなければいけない

車道の左側を通行しなければいけない

歩道と車道の区分がある道路では
自転車は車道を通行することが原則である

以下(*)の場合は例外的に歩道を通行
できるが、自転車は歩道の中央から
車道寄りを徐行しなければいけない

あてはまるものはない

回答者数：４３０人　複数回答

９４％

９１％

５７％

４７％

３６％

１％

０％ ２０％ ４０％ ６０％ ８０％ １００％
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（2）自転車損害賠償責任保険等への加入
①市民
自転車損害賠償責任保険等への加入義務化については、市民の約６３％が認知しており、

約７１％の人が加入しています。 

図 自転車損害賠償責任保険等への加入 

出典：岩倉市市民アンケート結果/令和６年 

②高校生
自転車損害賠償責任保険等への加入義務化については、高校生の約５４％が認知してお

り、約４７％の人が加入しています。 

図 自転車損害賠償責任保険等への加入 

出典：岩倉市高校生アンケート結果/令和６年 

知っている

６３％知らなかった

３７％

自転車損害賠償責任保険等への加入義務化

の認知

回答者数：１００人

している

７１％

していない

２９％

自転車損害賠償責任保険等への加入

回答者数：９９人

※無回答除く

知っている

５４％知らなかった

４６％

自転車損害賠償責任保険等への加入義務化

の認知

回答者数：２８０人

している

４７％

していない

１％

わからない

５２％

自転車損害賠償責任保険等への加入

回答者数：２８０人



第3章 岩倉市の自転車利用環境の現状と課題

24

（3）ヘルメット着用の意識
①市民
ヘルメットの着用が努力義務化されたことの認知度は約９０％と高い状況にあります。 

一方で、ヘルメットを着用している人の割合は約２７％と低い状況にあります。 

②高校生
ヘルメットの着用が努力義務化されたことの認知度は約９４％と高い状況にあります。 

一方で、ヘルメットを着用している人の割合は約８％と低い状況にあります。 

図 ヘルメット着用に対する意識（市民）       図 ヘルメット着用に対する意識（高校生） 

出典：岩倉市市民アンケート、岩倉市高校生アンケート結果/令和６年

知っている

８９％

知らな

かった

１１％

ヘルメット着用努力義務化の認知

回答者数：９８人

※無回答除く

知っている

９４％

知らな

かった

６％

ヘルメット着用努力義務化の認知

回答者数：２８０人

所有している

３７％

所有していない

６３％

ヘルメットの所有

回答者数：９９人

※無回答除く

所有している

５２％

所有していない

４８％

ヘルメットの所有

回答者数：２８０人

着用している

２７％

着用していない

７３％

ヘルメットの着用

回答者数：１００人

着用している

８％

着用していない

９２％

ヘルメットの着用

回答者数：２７５人

※無回答除く
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（4）災害時の自転車活用
災害時に自転車を利用しようと考えている人の割合は約５６％を占めています。 

一方で、利用を考えていない人の割合は約３９％と高い状況にあります。 

図 災害時の自転車活用の意思 

出典：岩倉市市民アンケート結果/令和６年 

４８％

８％

３９％

４％

１％

日常的に自転車を利用しており、

災害時にも利用しようと考えている

日常的に自転車を利用していないが、

災害時には利用しようと考えている

日常的に自転車を利用しているが、

災害時に利用するつもりはない

自転車の整備をしておらず、災害時に使えない

（使えるかわからない）

自転車を所有していない

回答者数：９９人 ※無回答除く

約56％
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第4章 基本方針と計画目標
■主な現状と課題 
自転車の利用状況 

本市の自転車分担率は約１５％と高く、中京都市圏の市町村の中で第３

位 

市内の自転車利用経路をみると、岩倉駅を中心とする市内中心部の利

用割合が高い 

駐輪環境 
市内の駐輪場は、収容可能台数を超えて利用されている駐輪場もあれ

ば、収容可能台数に満たない駐輪場もあり、利用状況に偏りがある 

自転車等放置禁止区域外での放置自転車の撤去台数は経年的に横ばい

傾向（放置禁止区域内は減少傾向) 

市内の自転車盗難台数は愛知県全体より高く、経年的に増加傾向 

健康と運動習慣 
メタボリックシンドロームの該当者及び予備群者の割合は愛知県全体よ

り高く、経年的に増加傾向 

健康づくりや余暇活動に自転車を活用していない人の割合は約３０％ 

観光・イベント 鉄道駅周辺に観光施設が位置しており、徒歩や自転車での巡回が可能 

ＮＰＯ法人いわくら観光振興会が岩倉市役所で貸し出しているレンタサ

イクルは、年間約１５０人が利用 

自転車事故の発生状況 人口千人あたりの自転車事故死傷者数は愛知県の平均よりも約３割多

く、愛知県内でワースト５位 

自転車事故は、出合頭事故の割合が約６０％で、子どもと高齢者が当事

者の事故割合が愛知県全体よりも高い 

自転車の利用意識 歩道内を自転車で通行する際のルールの認知度は約５５％（市民） 

ヘルメットを所有している人の割合は約３７％で、着用している人の割合

は約２７％（市民） 

災害時に自転車の利用を考えていない人の割合は約３９％（市民） 

■基本方針 

自転車を通して人々の暮らしをつなぐ 

安全・快適なまち いわくら 

■計画目標 
自転車交通の役割拡大による良好な都市環境の形成 

自転車を活用した健康で幸せな社会の実現 

サイクルツーリズムの促進によるにぎわい環境の創出 

自転車事故のない安全で安心な社会の実現 
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第5章 施策と実施スケジュール
5-1 推進する施策 
第４章で掲げた目標を達成するための施策と措置を下表に示します。 

表 施策と措置 

目標 施策 措置

自転車交通の役割拡大に

よる良好な都市環境の 

形成 

（１）自転車通行空間の整備推進 
①自転車ネットワーク計画の策定と 

実行 

（２）自転車駐輪環境の整備推進 

②駐輪場の整備 

③放置自転車の整理・撤去 

④ツーロック施錠の広報啓発 

（３）まちづくりと連携した自転車

利用の促進 

⑤ゼロカーボンに向けた取組の 

広報啓発 

自転車を活用した健康で

幸せな社会の実現 

（４）自転車を活用した健康づくり

の促進 

⑥自転車通勤の広報啓発 

⑦いわくら健康マイレージとの連携 

サイクルツーリズムの 

促進によるにぎわい環境

の創出 

（５）観光時の移動手段の確保 ⑧レンタサイクルの利用環境の確保 

（６）自転車を利用した観光の推進 ⑨サイクリングルートの広報 

自転車事故のない安全で

安心な社会の実現 

（７）自転車の安全通行の促進 

⑩自転車の利用ルールの広報啓発 

⑪ライフステージに応じた 

自転車安全教室の開催 

⑫ヘルメット着用の広報啓発 

（８）災害時の自転車活用の推進 ⑬災害時の自転車活用の検討 
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（1）自転車通行空間の整備推進 
①自転車ネットワーク計画の策定と実行 

自転車利用における安全性や利便性を高めるために、自転車ネットワーク計画を策定し

ました。 

自転車ネットワーク計画で選定した路線（自転車専用通行帯：約 １２ｋｍ 車道混在：約

４ｋｍ）の整備を実行します。 

図 自転車ネットワーク路線の選定の考え方 

※１速度については原則として規制速度を用いるものとするが、当該道路の役割や沿道状況を踏まえた上で、 

必要に応じて実勢速度を用いるものとする。 

※２自転車通行空間は、自転車専用道路や自転車歩行者専用道路を活用することもできる。 

※３目安として参考に示したものであり、地域の課題やニーズ、交通状況を十分に踏まえた上で検討するものと 

する。必要と判断される場合には、完成形態が自転車専用通行帯である道路を自転車道、車道混在である道路を 

自転車道又は自転車専用通行帯により整備することができるものとする。 

図 整備形態の選定の考え方 

出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン/令和６年６月/Ｐ.Ⅰ-９ 

視点① 安全性 視点② 需要 視点③ 連続性

自転車関連事故が多い路線を選定 自転車利用が多い路線を選定 ①と②を補完する路線を選定

「安全性」「需要」の視点及び「連続性」を考慮して自転車ネットワーク路線を選定しまし
た。 

「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」を参考に、自動車交通量や規制速度
から整備形態を選定しました。 

都市環境
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整備形態 整備イメージ 

自転車道 

Ａ．自転車と自動車を構造物により分離する場合 

自転車専用 

通行帯 

Ｂ．車道内で自転車と自動車の通行帯を分離する場合 

車道混在 

Ｃ．車道混在とする場合 

図 整備形態のイメージ 

出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン/令和６年６月/Ｐ.Ⅰ-１０ 
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図 自転車ネットワーク計画路線図 

＊整備に向けた個別検討の過程にて完成形態の整備が困難となった路線は、暫定形態もしくは代替路線

の整備も検討する 

＊中学生の自転車通学路で交通安全対策が必要な路線については、対策を検討・実施する（詳細は参考資

料参照） 

＊既設道路幅員の関係で自転車道の整備はありません 
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（2）自転車駐輪環境の整備推進 
②駐輪場の整備 

自転車の駐輪環境を向上させるために、駐輪場の設置や改良を継続して実施します。 

図 岩倉市岩倉駅自転車駐車場 

図 旭跨線橋下西自転車駐車場

都市環境
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③放置自転車の整理・撤去 

自転車の駐輪環境を向上させるために、放置自転車の整理と撤去を継続して実施します。 

図 放置自転車の取締り 

都市環境
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④ツーロック施錠の広報啓発 

自転車の盗難被害防止に有効であるツーロック施錠の徹底を普及啓発するための取組

を実施します。 

図 年末特別警戒及び青色防犯パトロール（岩倉市） 

図 自転車盗難防止キャンペーン 

出典：名古屋市自転車活用推進計画 

都市環境
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（3）まちづくりと連携した自転車利用の促進 
⑤ゼロカーボンに向けた取組の広報啓発 

本市は２０５０年（令和３２年）までに二酸化炭素排出量実質ゼロをめざす「ゼロカーボン

シティ」の実現に向けて取り組んでいくことを２０２３年（令和５年）２月に表明しました。 

自転車は二酸化炭素を排出しない環境にやさしい交通手段であり、自転車を利用するこ

とはゼロカーボンに資する行動です。ゼロカーボンシティの実現に向けた事業と連携した

取組を実施します。 

図 ゼロカーボン啓発（市庁舎階段）            図 ゼロカーボン啓発ポスター      

ｈｔｔｐｓ://ｗｗｗ.ｙｏｕｔｕｂｅ.ｃｏｍ/ｗａｔｃｈ?ｖ=-ｆ９ｈｃＳＩＣＲｐｗ 

図 ゼロカーボン推進動画「ゼロカーボンのすゝめ ～市役所・事業所編～」 

都市環境
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（4）自転車を活用した健康づくりの促進 
⑥自転車通勤の広報啓発 

自転車を活用した健康づくりを促進するために、エコ通勤を普及啓発するための取組を

実施します。 

図 エコ通勤の啓発リーフレット 

出典：エコ通勤優良事業所認証制度事務局 

健 康
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⑦いわくら健康マイレージとの連携 

本市は、だれもがいつまでも、体も心も健康で、いきいきと幸せになれるまちをみんなで

つくっていくことをめざし、２０１８年（平成３０年）１２月１日に「健幸都市いわくら」を宣言

しました。 

健康づくりに自転車を活用することを促進するために、「いわくら健康マイレージ」と連携

した取組を実施します。 

図 いわくら健康マイレージチャレンジシート

健 康
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（5）観光時の移動手段の確保 
⑧レンタサイクルの利用環境の確保 

ＮＰＯ法人いわくら観光振興会では、岩倉市役所１階の岩倉市観光情報ステーションにお

いて、市内の観光を目的とした人に自転車の貸出しを実施しています。 

市内のより多くの観光地に来訪してもらうために、引き続きレンタサイクルの貸出しを実

施します。 

図 レンタサイクルの貸出し

にぎわい環境
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（6）自転車を利用した観光の推進 
⑨サイクリングルートの広報 

自転車を利用した観光を推進するために、市内の観光地を巡るサイクリングルートの選

定及び周知を実施します。 

～レンタサイクルの利用経路～

岩倉市観光情報ステーションで 

貸し出されているレンタサイクルを 

利用した人は、岩倉駅周辺の観光地 

を自転車で周遊している可能性が 

あります。 

出典：岩倉市レンタサイクルＧＰＳ調査結果/令和６年 

図 観光サイクリングマップ 

出典：豊橋市ホームページ

にぎわい環境
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（7）自転車の安全通行の促進 
⑩自転車の利用ルールの広報啓発

自転車を安全に利用するためのルールやマナーを普及啓発するための取組を実施します。 

自転車が安全に通行できるように、ドライバーに対する呼びかけなどを実施します。 

自転車の利用者に対して、自転車通行空間の整備が完了した路線を通行するように広報

啓発を実施します。 

図 自転車の安全利用に関する広報 

出典：広報いわくら/２０２３年１１月号 

安全・安心
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■愛媛県での取組事例（思いやり 1.5ｍ運動） 

（思いやり １.５ｍ運動） 
自動車等の運転者に対して自転車の側方を通過するときは １.５ メートル以上の 
安全な間隔を保つか、又は徐行していただくよう呼び掛ける取組 

図 思いやり １.５ｍ運動

出典：第 ２次愛媛県自転車新文化推進計画 

■改正道路交通法（自転車等の安全を確保するための規定） 

２０２４年（令和６年）５月２４日に「改正道路交通法」が可決・成立しました。自転車等の安

全を確保するための規定が創設され、２０２６年（令和８年）までに施行されます。 

図 道路交通法の一部を改正する法律案（概要）

出典：警察庁ホームページ 
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市内での自転車事故に占める出合頭事故の割合が高いことを踏まえて、一時停止の順守

を促すための案内を実施します。 

図 自転車の安全利用を啓発するリーフレット 

出典：内閣府ホームページ 

図 一時停止を促す自転車ピクトグラム（名古屋市） 
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⑪ライフステージに応じた自転車安全教室の開催

自転車を安全に利用するために、警察などと協力しながら自転車の利用ルールを学ぶ交

通安全教室を継続して実施します。 

子どもや高齢者の自転車事故が多いことも踏まえ、ライフステージに応じた教育や広報

を行います。 

五条川小学校 

出典：五条川小学校ホームページ 

岩倉南小学校 

出典：岩倉南小学校ホームページ 

岩倉北小学校 

出典：岩倉北小学校ホームページ 

岩倉東小学校 

出典：岩倉東小学校ホームページ 

曽野小学校 

出典：曽野小学校ホームページ

岩倉中学校 

出典：岩倉中学校ホームページ

南部中学校 

出典：南部中学校ホームページ

岩倉市老人クラブ連合会 

写真提供：岩倉市老人クラブ連合会

図 交通安全教室の開催

安全・安心
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⑫ヘルメット着用の広報啓発

２０２３年（令和５年）４月に「改正道路交通法」が施行され、自転車に乗る人のヘルメット

着用が努力義務化されました。愛知県警では２０２４年（令和６年）９ 月から、「 （つな）が

る・広がるヘルメットの輪」と題して、高校生の着用率を上げるために県内各校に啓発活

動の協力を依頼し、被害防止の拡大に取り組んでいます。 

ヘルメットの着用を推進するために、本市も警察や学校などと協力しながらヘルメット着

用の重要性を普及啓発するための取組を実施します。 

図 ヘルメット購入費補助の案内チラシ（岩倉市） 

安全・安心
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図 ヘルメット着用を促す取組 

出典：中日新聞 朝刊 尾張総合版／２０２４年１０月８日 

※この記事・写真等は、中日新聞社の許諾を得て転載しています



第 5章 施策と実施スケジュール

45

図 ヘルメット着用を促すポスター 

出典：愛知県警察ホームページ
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（8）災害時の自転車活用の推進 
⑬災害時の自転車活用の検討

災害時は自家用車や公共交通機関の利用が制限されることが想定されるため、自転車

は災害時の避難や物資の運搬等での活用が期待される重要な移動手段です。 

災害時における自転車の活用について検討します。 

図 自転車で避難する住民（阪神・淡路大震災） 

写真提供：神戸市 

図 被災状況の把握等のための市役所への自転車配置 

出典：田原市自転車活用推進計画

安全・安心
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5-2 実施スケジュール 
２０２５年度（令和７年度）から２０３４年度（令和１６年度）の１０年間で各施策を実施しま

す。 

施策 措置
実施期間 

Ｒ 

７ 

Ｒ 

８ 

Ｒ 

９ 

Ｒ 

１０ 
Ｒ 

１１ 

Ｒ 

１２ 

Ｒ 

１３ 

Ｒ 

１４ 

Ｒ 

１５ 
Ｒ 

１６

（１）自転車通行空間の 

整備推進 

①自転車ネットワーク計画

の策定と実行 

（２）自転車駐輪環境の 

整備推進 

②自転車駐輪場の整備 

③放置自転車の 

整理・撤去 

④ツーロック施錠の 

広報啓発 

（３）まちづくりと連携した 

自転車利用の促進 

⑤ゼロカーボンに向けた

取組の広報啓発 

（４）自転車を活用した 

健康づくりの促進 

⑥自転車通勤の広報啓発 

⑦いわくら健康マイレージ

との連携 

（５）観光時の移動手段の 

確保 

⑧レンタサイクルの 

利用環境の確保 

（６）自転車を利用した 

観光の推進 

⑨サイクリングルートの 

広報 

（７）自転車の安全通行の 

促進 

⑩自転車の利用ルールの

広報啓発 

⑪ライフステージに応じた

自転車安全教室の開催 

⑫ヘルメット着用の広報啓

発 

（８）災害時の自転車活用 

の推進 

⑬災害時の自転車活用の

検討 
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第6章 計画の推進体制およびフォローアップ方法
6-1 推進体制 

「（仮）岩倉市自転車活用推進計画に関する会議」を設置し同会議において一定期間ごと

に取組の進捗状況や目標の達成状況を確認し、効果・課題等を把握していきます。 

6-2 フォローアップ方法 

本計画を推進していくためには、各施策を着実に実施した上で、その結果を検証しなが

ら継続的に改善を行う必要があります。 

そのためにＰＤＣＡサイクルを実施し、進捗状況を確認し、継続的な計画の推進を図りま

す。 

図 ＰＤＣＡサイクル 

A c t i o n
■モニタリング結果を踏まえて
適宜計画内容の見直し・充実
を図る

P l a n
■岩倉市自転車活用推進計画
検討委員会が中心となり、
本市の自転車活用推進計画
を策定

■施策の進捗確認のため
モニタリング指標を設定

Do
■計画にもとづいて関係者が
協力・連携して施策を推進する

C h e c k
■目標指標をもとに計画の達成
状況を確認

■モニタリング指標をもとに
施策の達成状況を確認
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各施策の進捗確認のため、モニタリング指標を設定します。 

表 モニタリング指標 

目標 施策 措置 モニタリング指標 

自転車交通の 

役割拡大による 

良好な都市環境 

の形成 

（１）自転車通行空間 

の整備推進

①自転車ネットワーク計画

の策定と実行 

自転車ネットワーク路線の 

整備率

（２）自転車駐輪環境 

の整備推進

②駐輪場の整備 駐輪場の整備・更新台数

③放置自転車の整理・撤去 放置自転車の撤去台数

④ツーロック施錠の 

広報啓発

ツーロック施錠の 

広報活動回数※

（３）まちづくりと 

連携した自転車 

利用の促進

⑤ゼロカーボンに向けた 

取組の広報啓発

ゼロカーボンに向けた 

取組の広報活動回数※

自転車を活用した

健康で幸せな社会 

の実現 

（４）自転車を活用し

た健康づくりの

促進

⑥自転車通勤の広報啓発
自転車通勤の広報活動 

回数※

⑦いわくら健康マイレージ 

との連携

いわくら健康マイレージ 

との連携有無

サイクルツーリズ

ムの促進による 

にぎわい環境の 

創出 

（５）観光時の 

移動手段の確保 

⑧レンタサイクルの 

利用環境の確保 
レンタサイクルの利用台数 

（６）自転車を利用し

た観光の推進

⑨サイクリングルートの 

広報

サイクリングルートの 

広報活動回数※

自転車事故のない 

安全で安心な社会 

の実現 

（７）自転車の 

安全通行の促進

⑩自転車の利用ルールの 

広報啓発

自転車の利用ルールの 

広報活動回数※

⑪ライフステージに応じた 

自転車安全教室の開催

自転車安全教室の 

開催回数

⑫ヘルメット着用の 

広報啓発

ヘルメット着用の 

広報活動回数※

（８）災害時の自転車

活用の推進 

⑬災害時の自転車活用の 

検討 
－ 

※チラシ・ポスターの配布枚数、ＨＰの閲覧者数、イベントの開催回数など
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6-3 目標指標の設定 

本計画の進捗を確認するための目標指標は下表のとおりです。 

継続的に目標指標を確認し、必要に応じて本計画の見直しを行います。 

表 目標指標 

目標指標 

（根拠資料） 
現状値 

目標値 

中間（～５年目） 最終（～１０年目）

自転車関連死傷事故件数 

（愛知県警察提供資料） 

関連する措置：①⑩⑪⑫

平均約１５０件/年 
（２０２０年（令和２年）～

２０２３年（令和５年））

約１２０件 
（２０％削減） 

約９０件 
（４０％削減）

歩行者や自転車が安全に移動できる

交通安全対策に関する市民満足度

（市民意向調査） 

関連する措置：①⑩⑪⑬

満足度－０.１７ 
（２０２３年（令和５年）） 

満足度－０.０８ 満足度＞０ 

自転車盗難台数 

（愛知県江南警察署提供資料） 

関連する措置：②③④⑩

約 １９.９ 台/万人 
（２０２２年(令和４年)） 

約 １５.７ 台/万人 
（２１％削減） 

約 １１.５ 台/万人 
（４２％削減）

健康づくりに自転車を活用する 

人の割合（岩倉市資料） 

関連する措置：①⑤⑥⑦

約４３％ 
（２０２４年(令和６年)）

約５８％ 
（１５％増加）

約７３％ 
（３０％増加）

観光もしくはレジャー目的で 

自転車を利用する人の割合 

（アンケート調査） 

関連する措置：⑧⑨

約８％ 
（２０２４年(令和６年)） 

約 １０％ 
（２％増加）

約 １２％ 
（４％増加）

ヘルメット着用率（アンケート調査） 

関連する措置：⑩⑫

高校生 約８％ 
（２０２４年(令和６年)） 

市民 約２７％ 
（２０２４年(令和６年)）

高校生 約１３％ 
（５％増加）

市民 約３２％ 
（５％増加）

高校生 約１８％ 
（１０％増加）

市民 約３７％ 
（１０％増加）

（参考）関連する措置
①自転車ネットワーク計画の策定と実行
②駐輪場の整備
③放置自転車の整理・撤去
④ツーロック施錠の広報啓発
⑤ゼロカーボンに向けた取組の広報啓発
⑥自転車通勤の広報啓発
⑦いわくら健康マイレージとの連携
⑧レンタサイクルの利用環境の確保
⑨サイクリングルートの広報
⑩自転車の利用ルールの広報啓発
⑪ライフステージに応じた自転車安全教室の開催
⑫ヘルメット着用の広報啓発
⑬災害時の自転車活用の検討
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参考資料
交通安全対策 
（１）中学校の自転車通学路に対する交通安全対策 

中学生の自転車通学路となっている下図の路線については、交通安全対策を検討・実施

していきます。 

図 交通安全対策の実施路線 
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策定体制 
（１）岩倉市自転車活用推進計画検討委員会条例 

令和６年３月２８日条例第１号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、自転車活用推進法（平成 ２８ 年法律第 １１３ 号）第 １１ 条第１項の規定に基づく市の区

域の実情に応じた自転車の活用の推進に関する施策を定めた計画（以下「自転車活用推進計画」という。）

を策定するための検討を行う岩倉市自転車活用推進計画検討委員会（以下「委員会」という。）の設置、

組織及び運営に関する事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 地方自治法（昭和 ２２ 年法律第 ６７ 号）第 １３８ 条の４第３項の規定に基づく市長の附属機関とし

て、委員会を置く。 

（所掌事項） 

第３条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

(１) 自転車活用推進計画に盛り込むべき項目及び内容の検討に関すること。 

(２) 自転車活用推進計画の素案の策定に関すること。 

（組織） 

第４条 委員会は、委員 １３人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１) 識見を有する者 

(２) 一般旅客自動車運送事業者の代表者 

(３) 愛知県一宮建設事務所長又はその指名する者 

(４) 愛知県江南警察署長又はその指名する者 

(５) 各種団体の代表者 

(６) 教育関係機関の代表者 

(７) 市民の代表者 

(８) 市職員 

(９) その他市長が必要と認める者 

（任期） 

第５条 委員の任期は、第３条の事項が終了するまでとする。 

（委員長及び副委員長） 

第６条 委員会に委員長及び副委員長１人を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理す

る。 

（会議） 

第７条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。 

２ 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くこ

とができる。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、建設部都市整備課において処理する。 

（雑則） 

第９条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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（２）岩倉市自転車活用推進計画検討委員会名簿 

表 委員会名簿 

例規 所属・職名 委員名 

（１）識見を有する者 大同大学 教授 嶋 田  喜 昭 

（２）一般旅客自動車運送事業者の 

代表者 

名鉄バス株式会社 運輸本部 

次席 交通企画官 
平 塚  康 男 

（３）愛知県一宮建設事務所長又は 

その指名する者 

愛知県一宮建設事務所 

道路整備課長 
祖 父江  貴 宏 

（４）愛知県江南警察署長又は 

その指名する者 
江南警察署 交通課長 山 下  泰 弘 

（５）各種団体の代表者 

岩倉市商工会（青年部） 杉 渕  寛 

特定非営利活動法人 

市民・自転車フォーラム 理事長 
木 村  雄 二 

（６）教育関係機関の代表者 

愛知県立岩倉総合高等学校 教頭 牧  英 津 子 

岩倉市小中学校校長会 

五条川小学校 校長 
渡 辺  ま ゆ み 

（７）市民の代表者 

市民登録委員 樋 村  一 郎 

市民登録委員 木 村  さ や 香 

（８）市職員 

建設部長 西 村  忠 寿 

市民協働部協働安全課長 竹 井  鉄 次 

建設部維持管理課長 竹 安  誠 
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市民参加 
（１）パブリックコメントの実施結果 

「岩倉市自転車活用推進計画（案）」に対する意見募集の結果 

１．募集概要 

（１）意見の募集期間 

２０２５年（令和７年）１月２１日～２０２５年（令和７年）２月２０日 

（２）意見を提出できる人 

市内に在住、在勤または在学の人 

市内で事業や活動を行う個人または団体 

（３）閲覧場所 

情報サロン、都市整備課、市ホームページ 

（４）意見の提出方法 

持参、郵送、ファクシミリ、ホームページ投稿フォーム、メール 

２．募集結果 

（１）意見者数 

５件（個人：５人） 

（２）意見数 

１４件 
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（２）アンケート調査の概要 

１．岩倉市市民アンケート調査 

（１）調査目的 

自転車利用環境の現状と課題の整理および自転車利用者のニーズを把握するため、 

市民に対してアンケート調査を実施 

（２）調査対象者 

岩倉市内に在住の１８歳以上かつ週に１回以上自転車を利用する人 

（３）調査方法 

①インターネットを利用したＷｅｂ回答方式 

②岩倉駅周辺での聞き取り調査 

（４）調査期間 

①２０２４年（令和６年）７月下旬頃 

②２０２４年（令和６年）９月１２日（木） 

（５）回収人数 

①７１人 

②２９人 

２．学生アンケート調査 

（１）調査目的 

自転車利用環境の現状と課題の整理および自転車利用者のニーズを把握するため、 

中学生および高校生に対してアンケート調査を実施 

（２）調査対象者 

４校（市立岩倉中学校、県立岩倉総合高等学校、県立一宮南高等学校、県立小牧南高等 

学校）に通う生徒 

（３）調査方法 

ＱＲ コードを利用したＷｅｂ回答方式 

（４）調査期間 

２０２４年（令和６年）７月下旬頃 

（５）回収人数 

市立岩倉中学校         ４３０人 

県立岩倉総合高等学校 ５０人 

県立一宮南高等学校  １８４人 

県立小牧南高等学校  ４６人
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